
読穴き再 巷.1C.+事

辛子哩聖日-月二二→a 司主主主→-j]三フt

本 近寄昔 リ 食在 道調占業税管
誌、 世自比 力 糧朝満 徳統計

の ア 聞 の

筆附農貨白雑ドァ品題鮮時 本の 論
九 家増減 の ご人 議質不
者暫 EEの 丑済 と 現説・

錐 j議録に亮日論;;;一一 聾
繁就作去
閑て : 救

A : . 策漕 : 
係聞. 冒・ .・.

- ・ ー ー・.- ・ .ー ー・.

t藍中型 経ヰ演3 

主士

車率士済Zta 
法皐1士草 士身博I土4 士f事博会 士文主l車持 博士法率

本社、 帯フH祝 河末 財高紳

庄)1[
耕 国庫 部田戸

条幅
一 嗣重 静保正伯太 一

部長目 Ns Ns t;住 1台馬雄



道

徳

統

計

論

概

説

(
五
・
完
)

J!;f 

邸
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治

目

次

O 

道
徳
統
計
請
の
研
究
目
的

O 

最
後
に
道
徳
統
計
論
の
研
究
円
的
に
つ
き
考
ふ
る
に
、
事
閥
的
成
果
の
重
貼
は
、
寅
際
統
計
皐
の
各
編
を
週
C
、

従

οて
叉
道
徳
統
計
論
に
あ
り
て
も
、
常
該
統
計
的
結
果
を
曲
学
問
上
順
序
立
ち
た
る
、
概
説
ご
し
て
叙
設
す
る
に

ゐ
b
、
之
に
つ
き
て
も
先
づ
第
一
に
問
は
る
べ
き
は
、
割
合
に
階
梯
的
な
る
形
式
の
認
識
正
し
て
、
叙
事
史
的
具
憧

的
結
果
の
叙
設
に
よ
り
、
牧
め
待
べ
き
も
の
に
ゐ
与
、
此
部
分
の
統
計
的
知
識
は
、
伊
太
利
率
探
の
用
語
法
に
倣
，

ひ
、
叙
事
統
計
拳
切
C
E
ω
巳
白
血
目
立
邑

=z呼
ば
れ
得
べ
し
、
こ
の
知
識
を
根
帯
よ
り
築
、
言
上
「
る
こ
さ
は
、
第

苫
れ
ど
そ
は
第
二
に
又
一
見
に
準
み

τ、
第
二
段
の
同
学
問
的
認
識
に
、
究
め
及
ぼ
す
の
僚
件

な
り
、
こ
の
第
二
段
の
認
識
は
暦
史
的
具
閥
的
な
る
も
の
を
本
ご
し
、
普
通
の
典
期
的
結
果
を
抽
出
す
る
に
あ
り
、

一
に
自
存
目
的
允
り
、

特
に
庚
〈
積
ま
れ
た
る
経
験
に
よ
り
、
確
か
め
ら
れ
た
る
如
質
及
嫌
展
の
常
例
及
常
理
、
並
に
之
に
つ
量
、
奉
読
さ

る
@
へ
き
因
果
態
の
形
態
に
よ
る
も
の
は
然
り
、

-
』
は
叙
事
統
計
撃
に
艶

L
、
解
析
統
計
削
宇
又
は
伊
太
利
曲
学
一
淑
に
倣

諭

叢

道
徳
統
計
諭
概
説
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十
九
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(
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六
腕

四
七
)
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論

護

道
櫨
統
計
諭
概
説

第
十
九
巻

(
第
六
雄

四
八
)

入
問
。

ひ
、
窮
理
統
計
皐
a
E弘
B
E
E
S〈
E
E問
ω
E
Z
Z
呼
ば
れ
得
べ

L
。
(
拙
者
一
位
脅
統
計
諭
綱
一
O
七
一
良
参
照
)

寅
際
統
計
皐
の
一
部
門
愈
々
複
雑
ご
な
り
、
又
問
題
ご
せ
ら
品
、
賞
際
査
定
が
、
時
間
的
又
場
所
的
に
啓
一
俊

件
の
下
、
又
脅
一
な
る
仕
方
に
よ
り
、
遂
げ
ら
る
、
こ
ご
愈
々
多
き
に
従
ひ
、
解
析
統
計
事
は
深
刻
な
る
抽
象
、

図
際
的
材
料
に
立
脚
せ
る
抽
象
に
、
踏
込
む
ニ
ご
愈
々
多
き
を
得
べ
し
、
人
口
統
計
論
の
現
況
は
、
大
慢
に
然

h

正
す
べ
き
も
の
あ
b
、
然
る
に
道
総
統
計
論
に
あ
ち

τは
、
就
中
意
義
多
き
も
の
古
し
て
数
へ
も
る
べ
き
査
定

上
、
阪
令
ば
刑
事
統
計
的
査
定
上
、
国
際
的
比
較
-
通
性
の
保
件
、
砂
〈
さ
も
今
日
迄
は
全
く
備
は
ら
今
、
又
は
著
・

し
き
部
分
に
つ
き
之
を
快
〈
の
事
賞
ゐ

h
、
告
は
材
料
の
性
質
に
由
来
せ

h
、
従
ひ
て
此
範
固
に
於
げ
る
間
半
間
的

研
究
の
大
職
分
は
、
大
部
分
叙
事
史
的
に
共
鵠
的
な
る
も
の
を
明
か
に
す
る
に
あ
り
、
而
も
亦
一
般
叙
設
の
目
的

上
選
樹
な
き
を
期
す
べ
き
、
之
が
一
教
科
書
に
於

τも
、
向
叙
一
帯
史
的
具
櫨
的
材
料
=
し

τ・
見
に
角
得
ら
れ
得

べ
き
一
切
の
材
料
を
、
完
全
に
侍
ふ
る
こ
ど
は
之
を
断
念
す
べ
〈
、
寧
ろ
そ
の
中
に
つ
き
趨
嘗
な
る
選
捧
を
途
「

ぺ
し
、

そ
の
惑
揮
に
つ
き
一
面
決
定
的
た
り
ご
す
べ
き
は
、
本
閣
の
統
計
的
査
定
に
よ

h
、
授
り
ら
る
、
も
の
を

顧
慮
す
る
こ
ど
に
存
す
、
他
面
に
は
叉
諸
部
分
に
闘
し
一
外
岡
に
於
て
、
特
に
注
意
し
て
仕
遂
げ
ら
れ
た
る
調
査

に
よ
り
、
惹
起
き
る
、
特
別
興
味
を
顧
慮
す
ぺ
し
。

一
般
に
通
用
す
べ
き
法
則
正
、
推
測
せ
ら
る
べ
き
も
の
を
欄
む
こ
ご
は
、
道
徳
統
計
事
者
ご
し
て
は
大
に
誠
し

む
る
の
要
め
り
、
後
に
街
一
居
詳
設
す
吋
き
が
如
〈
、
道
徳
統
計
の
率
先
研
究
者
は
、
狭
き
土
台
の
上
に
立
入
り



た
る
研
究
を
急
「
の
方
針
上
、
大
臆
な
る
仮
設
を
立
て
、

一
般
的
常
現
E
推
測
せ
ら
晶
、
も
の
の
、
悦
ば
し
き
建

物
を
建
設
せ
ん
ご
せ
る
も
、
恰
も
蛍
時
の
湖
察
材
料
乏
し
か

h
L
ニ
ご
を
考
ふ
る
ご
さ
は
、
幾
分
h
r
u
ゆ
す
ぺ
き
こ

正
、
諦
ふ
ぺ

L
、
印
U
E
E
r
t・

0
5
m一
見
は
道
徳
統
計
的
研
究
の
粗
野
時
代
に
於
け
る
、

。ロヨ白同
i
}

、

か
、
る
翠
先

者
の
典
型
な
り
、
特
に

は
白
か
ら
「
道
徳
統
計
論
者
」
を
以
て
任
じ
、
殊
に
前
者
は
好

。
百
円
弓
及
。
尽
庄
内
門

み
て
又
自
が
ら
明
言
せ
る
如
(
、
道
徳
解
析

E
巳
可
去

5
E
o
E
O
の
代
表
者
を
以
て
任
じ
た
り
、
印
Z
E
E口
与
は

か
、
る
名
稀
を
用
ぬ

F
Kリ
し
も
、
道
徳
上
意
義
ゐ
る
人
間
行
錯
の
、
常
理
に
闘
す
る
根
本
思
想
を
濁
逸
に
於

τ始

め
て
表
明
し
而
も
「
道
徳
統
計
論
者
」

の
出
づ
る
古
き
以
前
に
之
を
表
明
せ
h
、
唯
氏
は
そ
の
紳
曲
学
的
目
的
論

的
見
地
よ

h
、
炉
、
る
常
理
あ
り
ご
し
、
分
別
あ
る
人
間
的
自
由
行
潟
も
、
亦
悉
〈
一
脚
の
監
督
及
支
配
の
下
に
立

つ
ご
せ

h
、
後
世
道
徳
統
計
の
粗
野
時
代
に
次
い
で
、
嘗
該
統
計
材
料
を
増
L
、
周
到
な
る
倒
別
桝
究
の
後
述
Z

な
り
、

前
日
〈
て
普
通
に
遁
用
す
べ
き
法
則
存
す
芭
の
、
粗
野
時
代
よ
り
受
胞
が
れ
し
信
念
は
、
動
h
r
z
れ
し
こ
ご

も
珍
し
か
ら
Y
c
b
量、

hr
〈
て
血
中
間
上
に
ゐ
・
り

τは
併
究
の
評
論
、
及
詳
細
を
究
む
ぺ
き
分
類
研
究
の
必
要
を
承

認
す
る
こ
ご
重
き
を
な
し
、
そ
の
結
果
絡
調
的
常
理
に
代
ら

L
む
る
に
、
相
劃
的
性
質
を
帯
べ
る
、
常
例
及
典
型

を
以
て
す
る
こ
ご
、
な
れ
り
、
特
に
道
徳
統
計
論
は
そ
の
研
究
範
国
ご
は
線
建
吉
、
何
れ
の
想
像
を
も
避
け
っ
、
、

解
析
の
歩
を
進
め
、

か
〈
て
枇
曾
生
活
内
に
起
り

L
、
道
徳
的
意
義
ゐ
る
諸
現
象
の
開
聯
、
及
之
に
一
部
の
影
響

*
 

を
及
ぼ
す
べ
き
諸
原
因
を
明
か
に
せ
ん
己
す
る
こ
ご
に
よ
り
・
最
も
よ
〈
そ
の
職
分
を
巣

L
得
ぺ

L
、
現
A
T
道
徳

四
九
)
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五
O
)

八
四
ニ

統
計
論
は
大
曲
胞
に
盆
々
分
れ
行
〈
、
仔
細
研
究
を
途
ヤ
る
の
時
代
に
あ
り
、
之
が
だ
め
同
時
に
彩
し
く
分
岐
さ
れ

輸

議

泣
徳
統
計
諭
概
詑

(
第
六
挽

第
十
九
谷

た
る
観
察
の
出
風
当
』
土
憂
に
立
ち
、
包
括
的
考
察
を
遂
げ
、
一
般
的
又
抽
象
的
な
る
新
洞
察
を
牧
む
べ
き
、
未
来
の
一

新
時
代
へ
の
官
事
後
は
準
備
せ
ら
る
、

h
y
(
τ

総
括
的
に
吾
人
は
言
ひ
得
ぺ
し
、
統
計
に
芭
ら
れ
た
乙
現
象
の
恒
同

を
、
普
通
規
則
覗
せ
る
古
統
計
撃
者
の
恨
定
は
賞
品
回
せ
ら
れ
争
、
叉
恒
同
現
象
は
恰
本
稀
に
起
る
さ
、
さ
れ
ど
他

の
一
面
に
於
て
大
多
数
の
現
象
が
、
何
等
突
然
的
非
常
時
世
化
を
示
吉
守
、
従
ひ
て
由
民
義
に
於
1
相
封
的
に
大
な
る

不
易
性
ゐ

h
t
、
説
炉
れ
得
日
、
き
司
』
ご
も
確
か
な
り
、
自
然
及
枇
舎
は
尋
首
的
仁
は
何
等
の
跳
躍
を
な
百
す
、
恒

同
は
現
今
に
ゐ
り
て
は
最
早
ご
時
行
は
れ
に
如
〈
、
重
大
ご
考
へ
ら
れ
宇
、

是
の
理
論
的
意
義
は
弱
め
ら
れ
た

b
、
之
に
瓦
し
そ
の
賞
際
的
安
渉
範
国
は
重
大
な
ム
リ
、
的
も
幾
多
枇
曾
大
量
現
象
の
恒
同
は
、
之
が
行
政
を
容
易

な

ι一

I
v
U
、
仮
A
T
ば
犯
人
の
数
可
な
り
恒
同
な
る
二
ご
な
し
ご
せ
ん
か
、
監
獄
を
或
は
俄
か
に
撲
張
す
る
の
必
要

を
告
げ
、
或
は
俄
か
に
そ
の
安
慮
な
る
を
後
見
す
る
の
、
危
険
に
何
時
も
曝
さ
れ
ん
、
素
よ
り
多
く
の
範
国
に
あ

-9
て
は
、
一
瓦
布
達
成
に
努
U
る
の
債
値
あ
ち
正
す
ぺ
き
も
の
、
恒
同
仁
ゐ
ら
守
し
て
後
展
に
あ

h
、
郎
ち
摘
枇
及

山て
i

消
費
の
増
進
、
犯
罪
及
自
殺
の
減
少
等
は
然
り
、
恰
も
此
趣
旨
を
認
め
た
る
考
古

nzzE
が
、
そ
の
著
書
経
済

間
宇
中
に
設
げ
る
所
は
、
格
別
新
設
己
す
ぺ
き
所
な
し
正
雄
も
・
措
僻
痛
快
な
る
を
以
て
、
併
せ
て
紹
介
せ
ん
か
、

惟
へ
ら
く
現
時
に
あ
り
て
は
数
十
年
前
に
於
げ
る
が
如
く
、
統
計
上
の
常
例
を
、
車
純
に
永
遠

ω積
・
り
付
け
正
し

て
受
入
品
、
ニ
ピ
な
し
、
素
よ
り
疾
病
及
犯
罪
は
、
何
時
か
全
然
そ
の
跡
を
絶
つ
が
如
〈
、
な

L
得
ざ
る
は
死
己

持 Cf.zViek， op. cit.， S. 170・



ご
異
る
こ

E
な
か
ら
ん
も
、
第
二
十
世
紀
に
あ
り
て
は
再
び
宗
殺
を
承
認
す
る
に
至

h
L率
問
の
カ
己
、
宗
致
、

技
術
、
法
律
及
行
政
ご
相
待
も
工
、
透
か
に
健
康
叉
強
批
た

h
、
法
律
上
風
致
上
経
か
に
よ
〈
訓
練
さ
れ
た
る
民

衆
を
、
生
す
る
に
至
る
べ
き
や
疑
を
容
れ
す
、
詳
言
す
れ
ば
抑
近
の
自
然
和
等
、
衛
生
及
轡
血
午
は
、
阪
に
身
酷
上

及
精
紳
上
に
於
け
る
、
人

ω疾
患
全
般
に
つ
き
、
諸
事
情
を
大
に
一
漫
せ
し
め
た

h
、
叉
倫
理
的
法
制
上
刑
事
政

策
上
に
於
り
る
、
見
解

ω後
遼
ゐ
!
り

ιた
め
、
疾
病
に
劃
す
る
闘
守
上
盤
化
を
遂
げ
し
ご
同
様
、
犯
罪
に
劃
す
る

闘
争
に
つ
き
、
畿
化
を
惹
起
す
の
幾
多
縁
由
を
授
げ
た
り
、

か
〈
て
又
疾
病
及
犯
罪
に
閲
す
る
統
計
々
数
は
、
最

早
必
至
の
自
然
法
的
永
遠
事
怖
を
窺
は
し
む
ご
、
説
、
き
得
古
る
に
至
れ
り
、
而
し

τ右
の
如
き
数
十
年
前
の
見
解

己
、
帥
間
近
の
見
解
ご
、
莫
大
の
相
違
あ
り
古
す
ぺ
き
賠
は
、
現
今
疾
病
及
犯
罪
の
統
計
を
出
来
る
だ
げ
完
全
な

ι一

し
め
、
依
り
て
疾
病
及
川
叫
罪
の
程
度
を
明
か
に

L
、
か
(

1
身
鵠
上
風
教
上
の
快
陥
に
関
す
る
、

一
意
識
の
刺
戟

を
牧
め
、
従
来
威
力
あ
ち
ご
認
識
さ
れ
た
る
、
ご
の
害
敵
に
品
到
し
て
、
知
識
及
技
術
の
武
容
を
以
て
臨
み
、
大
に

之
を
少
P
ら
し
め
ん
ご
す
る
所
に
あ
り
、
要
す
る
に
凡
て
是
等
考
察
の
重
酔
聞
は
‘
人
口
及
道
徳
統
計
を
以

τ、
過

去
に
悲
し
む
べ
〈
も
存
在
せ
し
事
震
を
、
告
向
、
る
に
過
ぎ
す
ご
し
、
そ
は
A

午
後
も
常
に
そ
の
催
に
存
す
吋
〈
、
叉

は
存
し
得
べ
き
こ

Z
を
‘
会
〈
告
「
る
こ
ご
な
L

Z
す
る
貼
に
あ
り
、
統
計
を
以

τ運
命
の
坤
ご
し
て
祭
り
上
「

れ
は
、
恰
も
人
に
謝
す
る
一
犯
罪
党

b
、
統
計
は
間
半
ド
五
百
人
い
い
示
す
に
、
戦
ふ
ぺ
き
敵
を
以
て
す
る
に
過
ぎ
争
、

か
〈
て
又
皐
問
、
技
術
、
倫
理
、
政
策

ω後
蓬
に
よ
り
、
統
計
上
捕
捉

t
得
ぺ
き
害
敵
、
特
に
疾
病
及
犯
罪
に
封
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論

道
徳
統
計
諭
櫛
詑

第
十
九
各

五

) 

入
四
国

議

(
第
六
続

す
る
闘
争

蛍
る
の
職
分
を
授

J:: 
せ

り
。キ

今
日
に
於
付
品
事
問
的
研
究
の
重
貼
は
、
慮
分
し
得
べ
き
一
切
の
道
徳
統
計
材
料
を
、
注
意
し
て
利
用
し
、
依

ふ
リ
て
第
一
に
は
此
材
料
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
る
、
枇
曾
事
情
を
充
分
に
明
か
に
L
、
叉
こ
の
事
賞
に
つ
き
究
め

得
た
る
諸
分
類
の
、
様
b
な
る
組
合
せ
を
挿
み
、

か
く
て
最
初
は
先
づ
限
ら
れ
h
h

る
範
国
R
A
期
間
に
つ
き
、
諸
共

型
及
困
呆
態
乞
究
明
す
る
の
準
備
を
積
む
に
あ
り
。
時
間
来
に
期
待
雪
る
べ
き
最
終
研
究
目
的
は
、
道
徳
上
意
義
ゐ

る
現
象
の
常
例
及
常
理
Z
し
て
、
個
別
的
仁
確
か
め
ら
れ
た
る
典
型
及
因
果
越
の
移
し
き
c
中
よ
り
、
多
少
の
確
賢

性
を
以

τ
一
般
的
己
立
読
さ
る
、
、
人
間
枇
曾
生
活
の
大
量
現
象
を
蒋
明
す
べ
き
も
の
を
、
概
括
的
に
認
識
す
る

に
あ

h
、
道
徳
統
計
論
上
こ
の
最
終
理
想
を
、
達
す
る
の
妨
げ
た
る
べ
き
大
困
難
に
つ
き
て
は
、
段
に
示
せ
る
所

あ
hd
吉
、
郎
ち
号
の
困
難
は
特
に
観
察
元
素
の
闘
民
的
採
捧
屡
々
相
違
せ
る
に
基
づ
け
り
、
特
に
刑
事
統
計

ω範

園
に
あ
り
て
は
、
賞
質
的
刑
法
並
に
刑
事
訴
諮
法
閥
別
に
特
異
を
一
不
す
を
以
て
、
国
際
比
較
の
た
め
に
は
殆
ん

Y
一

蹴
越
す
べ
か
ら
v
d

る
困
難
を
一
示
す
。
か
〈
て
伺
別
の
問
題
ピ
し
て
は
、
最
も
普
遍
的
な
る
右
道
徳
統
計
的
法
則
の

最
終
仮
設
を
、
立
つ
る
迄
に
丑
の
研
究
を
進
h
U

る
守
』
己
営
、
金
〈
断
念
す
べ
(
、
又
は
嘗
分
の
間
丈
け
断
念
す
る

の
要
ゐ

b
Z
す
る
も
、
今
日
可
能
な
る
相
究
ピ
し

τ、
狭
〈
限
ら
れ
化
る
観
察
範
囲
内
に
於
て
、
随
時
遂
げ
ら
る

べ
き
も
の
、
た
め
に
も
、
備
品
別
果
多
き
攻
究
の
康
吉
範
閣
は
獲
さ
る
‘
郎
も
か
、
る
研
究
を
本
正
し
、
相
劃
的
性

質
を
帯
ぺ
る
、
典
型
及
因
果
態
の
多
岐
多
方
面
な
る
認
識
を
遂
ヤ
ペ
〈
、
特
定
の
潤
民
及
階
級
民
並
に
特
定
時
代

長 Cf.Wenckstcrn， Einfuhrung in die Volkswirtschaftslehre. T903-Ss. 
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及
期
間
件
、
人
間
道
徳
生
活
の
紋
況
に
つ
き
、
他
の
仕
方
に
て
は
這
L
粂
ぬ
べ
き
、
岡
有
洞
察
を
遂
げ
得
ぺ

1
0

質
際
統
計
息
子
の
各
部
門
の
研
究
目
的
ご
し
て
は
、
上
に
詑
明
せ
る
如
〈
統
計
的
査
定
に
よ
る
賞
質
的
結
果
を
、

曲
学
問
的
に
筋
念
立
て
る
縦
覧
ご
し
て
、
叙
説
す
る
ニ
芭
第
一
次
に
来
る
以
外
に
、
統
計
率
的
研
究
の
セ
め
の
材
料

牧
得
の
方
法
に
つ
き
、
数
へ
込
む
の
職
分
を
件
へ
る
や
前
述
の
如
し
、

を
の
方
法
が
細
目
に
百
一
。
、
適
切
な
る
統

計
調
査
の
特
異
に
閲
す
る
程
度
に
於
て
は
然
h
-
統
計
材
料
牧
待
の
一
般
論
は
、
統
計
の
一
般
事
理
中
に
設
き
呆

さ
る
べ
き
を
以
て
な
り
、
而
し
て
統
計
皐
の
職
分
を
、
か
〈
康
〈
視
す
る
の
一
結
果
ご
し
て
、
統
計
皐
の
系
統
論

中
、
調
任
の
結
果
が
設
か
る
守
へ
き
場
所
に
て
、
調
査
の
賞
況
に
闘
す
る
叙
述
も
、
亦
添
附
き
る
、
の
要
あ
り
ご
す

べ

L
.
3
れ
い
と
此
献
に
つ
き
恰
も
道
徳
統
計
論
に
ゐ
り
で
は
、
別
に
伺
一
特
異
あ
る
を
注
意
す
ぺ

L
、
却
も
道
徳

統
計
諭
の
範
囲
γ

闘
し
詳
説
せ
る
如
〈
、
道
徳
統
計
材
料

ω
一
部
中
に
は
、

一
次
的
に
道
徳
統
計
的
た
ら

5
る
材

料
の
杢
範
国
中
よ
・
旬
、
嘗
該
材
料
に
於
け
る
特
殊
の
伺
別
事
態
が
、
鮮
明
な
る
一
道
徳
統
計
的
意
義
を
も
亦
具
有
す

る
程
度
に
於

τ、
之
を
選
び
出
せ
る
も
の
ゐ
b
、
炉
、
る
場
合
に
材
料
牧
得
方
法
の
説
明
は
、
蛍
務
材
料
が
第
一

究
に
所
属
す
ヤ
君
、
統
計
撃
の
部
門
に
依
然
ご
し
て
留
保
せ
ら
る
、
統
計
準
会
系
統
論
の
一
部
ご
し

τの
道
徳
統

計
論
に
あ
h
て
は
、
此
場
合
に
査
察
及
幣
理
の
方
法
及
技
術
に
つ
き
、
何
等
説
く
べ
き
も
の
を
見
守
、

き
れ
い
と
道

徳
統
計
論
の
範
囲
に
、

そ
の
立
脚
地
を
お
〈
ぺ
き
諸
材
料
に
あ
h
J
て
は
、
道
徳
統
計
上
如
何
に
意
義
ゐ
る
結
果
が
、

こ
の
材
料
よ
り
抽
出
さ
れ
得
べ
き
か
じ
っ
き
、
示
き
る
、
の
み
な
ら
宇
、
夏
仁
叉
そ
の
以
前
の
材
料
調
達
が
、
如

遺
憾
続
許
論
概
説

論

叢

第
十
九
巻

(
第
六
競

亙
三
)

八
四
十
且



道
徳
統
計
諭
概
詑

何
に
し
て
遂
げ
ら
る
、
ず
f
』
も
一
市
す
ぺ
し
、
即
も
こ
の
範
園
に
あ
・
り
て
は
、
査
察
及
整
理
の
方
法
及
技
術
に
闘
す

論

議

第
十
九
巻

(
第
大
挽

宜
四
)

入
国
式

る
、
仕
組
の
特
異
に
つ
き
細
目
ef
設
明
す
る
の
要
あ
h
Z
す。

以
上
設
げ
る
所
の
結
果
道
徳
統
計
の
一
系
統
論
に
あ
り
て
も
、
由
宇
問
的
吟
味
を
施
き
る
、
、
世
舎
大
量
の
大
別

ご
関
聯

L
て
、
随
時
材
料
の
査
察
及
整
理
に
闘
す
る
、
規
定
の
要
覧
を
も
亦
授
〈
る
の
要
あ
り
、

そ
は
か
、
る
規

定
が
他
の
一
概
貼
よ
り
、
叉
他
の
材
料
分
類
の
下
、
統
計
行
政
系
統
論
の
本
来
的
内
容
己
な
り
、
粂
ね
て
査
察
及

整
理
規
定
の
あ
ら
ゆ
る
細
目
を
、
詳
細
に
窮
め
謹
す
べ
き
ご
異
る
こ
芭
な
し
。
又
説
明
の
完
全
を
期
す
る
の
目
的

上

一
定
の
場
合
に
は
準
問
的
統
計
の
営
該
部
門
に

z
b
意
義
ゐ
る
、
査
察
及
整
理
規
定
を
問
ふ
の
み
な
ら
中
・

そ
の
規
定
の
完
全
な
る
組
み
立
を
も
問
ふ
こ
ご
を
要
す
、
従
ひ
て
そ
り
規
定
が
概
し
て
行
政
的
に
の
み
意
義
ゐ
る

ニ
ご
.
叉
は
賓
際
統
計
皐
の
民
館
的
賞
質
的
部
門
の
、
範
国
以
上
に
亘
る
べ
き
こ
子
宮
、
示
す
担
何
度
に
及
ぶ
迄
之

を
問
ふ
、
仮
令
ば
刑
事
統
計
論
は
道
徳
統
計
論

ω
一
大
物
健
た
る
を
以
て
、
道
徳
統
計
論
の
完
全
な
る
一
系
統
論

に
ゐ
h
て
は
、
刑
事
司
法
統
計
の
会
方
挟
及
技
術
は
、
概
し
て
所
諸
事
務
統
計
ご
し

τ、
問
題
己
せ
ら
る
ぺ
き
訓
何

度
迄
問
は
る
、
夫
れ
事
務
統
計
の
結
果
は
、
部
分
的
に
は
会
く
統
計
学
的
研
究
の
材
料
た
ら
守
、
そ
の
材
料
北
り

ご
す
e
へ
き
科
皮
に
於

τも
、
大
部
分
は
道
徳
統
計
論
の
範
園
に
扇
す
ご
す
ぺ
き
よ
り
も
・
政
治
統
計
論

ω範
囲
に

扇

f
z
す
べ
き
も

ω多
し
。
而
し
て
右
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
統
計
事
系
統
論
の
範
圏
内
に
於
て
、
同
時
に
行
政
統

計
の
大
惜
の
仕
組
に
闘
す
る
要
時
も
、
別
に
問
中
間
的
観
黙
に
よ
り
決
せ
ら
品
、
排
列
仁
妨
げ
な
〈
、
併
せ
設
か
る



イ
き
こ
Z
を
保
設
す
。

道
徳
統
計
論
に
於
て
之
が
開
拓
以
来
、
事
者
が
特
別
の
興
味
を
注
ぎ
て
探
b
、
又
後
見
し
得
べ
し
ご
信
守

L
も

の
は
、
「
一
見
思
ひ
ノ
¥
に
出
づ
る
」
人
間
行
匁
に
閲
す
る
、
比
例
数
の
円
前
例
及
恒
同
た
り
、
引
い
て
そ
の
恒
岡
ご

自
由
意
士
山
ご
の
関
係
如
何
の
悶
題
は
、
士
口
き
経
験
仁
従
ひ
統
一
計
事
者
仁
そ
の
解
決
を
迫
る
、
後
の
問
題
に
答
ふ
る

は
索
よ
句
統
計
同
学
の
分
た
ら
令
、
統
計
由
申
者

d
L
て
は
枇
舎
生
活
的
常
例
常
理
萌
す
べ
き
も
の
を
、
獲
9
b
w

能
は
や
'

ん
ば
削
ち
己
む
、
仮
b
に
之
を
究
め
得
た
b
ご
す
る
も
、
車
に
之
島
乙
隔
制
は
な
ら
し
む
ぺ
き
計
数
系
列
を
一
市
し
、
そ

は
を
れ
白
鶴
作
用
す
べ
し
正
し
、
そ
の
以
上
に
別
に
囚
は
る
、
所
な
〈
し
て
可
な
り
ご
離
も
、
由
来
統
計
皐
者
そ

の
分
を
忘
れ
、
此
問
題

ω哲
率
的
考
察
に
入
る
を
、
讃
美
せ
る
の
事
山
崎
あ
る
を
以
て
、
以
下
之
が
梗
概
を
絡
ぬ
る

ニ
ご
、
し
、
先
づ
簡
翠
に
之
が
沿
革
を
問
ム
ニ
ご
、
す
o

道
徳
統
計
材
料
の
性
質
上
、
白
か
ら
英
蘭
に
於
り
る
人
口
率
的
研
究
の
創
立
岩

T
Z
の
E
E
t並
に
濁
逸
に
於

り
る
同
稲
研
究
の
一
大
警
醒
者
印
Z
E
E
-口
『
を
し

τ、
そ
の
著
者
中
道
徳
統
計
論
的
な
る
も
の
に
、
鯛
品
、
外
な

き
に
至
ら
し
め
し
は
自
然
な

4
・
苫
れ
ど
又
雨
者
り
何
れ
も
.
人
口
統
計
論
及
道
徳
統
計
論
に
.
共
通
な
る
範
園

以
上
{
股
出
し
、
後
岩

ωた
め
猫
得
E
す
べ
き
範
閣
を
制
限
し
、
取
扱
ふ
の
機
曾
を
捕
捉
せ

F
h
き
。
的
ち
の
?

E
E
が
諸
死
己
原
因
を
研
究
せ
る
や
、
人
の
意
士
山
行
震
に
根
元
し
、
叉
は
明
白
に
之

t
関
係
ゐ
る
も
の
に
も
、
網

る
、
の
外
な
か
り
き
、
叉
諸
疾
病
に
う
き
議
せ
る
際
、
自
然
に
精
神
上
の
疾
病
に
も
亦
そ
の
説
明
を
及
ぼ
す
べ
き

論

苓

道
徳
統
計
論
概
説

第
十
九
巻

(
第
六
挽

五
五
)

入
四
七



論

ー
遺
徳
統
計
論
概
詑

入
四
人

設

(
第
六
晩

五
六
)

第
十
九
巻

ニ
吉
、
な
れ
hJ
、
か
〈
て
氏
は
幾
何
の
人
任
意
行
動
の
結
果

t
L
て
、
規
則
正

L
く
死
す
る
か
を
確
か
め
、
依
b

て
一
の
史
的
兵
館
的
事
寅
を
確
か
め
得
た
る
の
み
な
ら
す
‘
之
ご
幾
分
か
異
れ
る
も
の
に
し
て
、
右
の
史
的
記
録

仁
附
帯
し
て
、
必
然
之
に
綴
く
べ
し
芭
限
ら

5
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
右
り
事
例
後
現
の
常
例
を
限
定

L
得
た

b
、
詳
品
一
一
目
す
れ
ば
氏
は
疫
病
に
よ
る
死
じ
を
、
偶
然
死
己
に
数
へ
た
る
仁
反
L
、
自
殺
者
及
被
殺
害
者
の
援
は
、

総
死
じ
敷
叫
到
し
・
恒
同
の
比
を
示
す
こ
ご
を
後
見
せ

b
、
而
し
て
精
神
鈷
乱
者
に
つ
き
で
は
.
秘
め
て
慎
重
に

議
せ
り

一
健
康
者
に
つ
き
精
脚
鈷
乱
Z
な
る
の
蓋
然
数
、
幾
何
な
る
か
を
算
定
す
る
を
得
字
、

一
切
の
事
例
示

知
な
れ
ば
な
り
、

さ
れ

E
現
に
健
康
な
る
者
千
に
つ
き
、
府
一
の
蓋
然
数
は
之
を
預
言
し
得
ぺ
〈
?
叉
そ
の
人
は

七
年
の
経
地
以
前
に
、
回
丘
一
日
ロ
(
有
名
な
る
蹴
狂
き
内
に
て
死
せ
ざ
る
べ
き
ニ

F
e橡
言
L
得
ペ
し
さ
。
次
に
印
ロ
l

じ
っ
き

τ見
ゐ
に
、
現
今
道
徳
統
計
ご
呼
び
得
べ
き
も
の
、
痕
跡
は
、
特
に
氏
が
一
夫
一
婦
R
A
-
-
夫
多

まヨ
{
k
r

妻
に
つ
き
議
せ
る
諸
章
、
並
に
倫
敦
に
於
て
「
多
〈
は
自
己

ω過
失
に
よ
b
、
死
に
至
れ
る
者
」

に
つ
き
攻
究
せ

る
所
に
、
之
を
畿
見
し
得
ぺ
し
、
而
し
て
後
者
中
氏
の
数
ふ
る
所
は
、
暴
飲
に
よ
る
死
者
、
行
倒
れ
の
死
人
、
白

木

殺
者
、
被
殺
害
者
、
斬
首
比
刑
囚
、
花
柳
病
に
よ
る
死
者
.
母
乳
に
よ
る
窒
息
者
な
h
。

に
よ
b
始
め
ら
れ
叉
努
力
さ
れ
し
所
は
、
宇
世
紀
以
上
休
息
し
た

h
、
ぞ
の
聞
の
O
H
t
D四

2
減
の

ス
M
チ
ス
チ
タ

意
味
仁
よ
れ
る
闘
誌
は
、
熱
心
に
研
究
せ
ら
れ
、
「
統
計
の
哲
率
」
(
一
八
二
五
十
か
〈
庖
せ
る
主
骨
初
出
)

印戸川出コム一の『

も
亦
伊
太
利

人
昌
巳
n
F
E
R
の
E〕

mw

に
よ
h
，
考
案
せ
ら
れ
た
り
、
英
人
は
死
巴
統
計
の
研
究
に
従
事
し
、
叉
著
名
な
る
が
如
〈

Cf. Schnapper-Arndt. op. cit.. 5S. 414・415.3争



巧
妙
に
、
計
数
材
料
h-
締
済
事
及
商
業
に
利
用
せ
り
、

さ
れ
ど
固
有
の
道
徳
統
計
論
に

z
b
、

一
山
掛
か
】
劃
せ
る
が

如
、
さ
新
運
動
始
ま
れ
る
は
、
前
世
紀
三
十
年
代
以
来
の
こ
と
な
り
、
右
の
進
蓮
に
つ
き
第
一
刺
戟
を
奥
へ
、
意
義

ミ
な
hzJ
、

ゐ

ι指
南
者
の
勤
め
七
ぜ
な
せ
る
の
功
は
、
之
を
備
白
人
に
蹄
す
べ
し
、
此
駄
に
つ
き
第
一
仁
推
す
べ
き
は

吉
れ

rL凱
歌
を
泉
げ
得
た
る
者
は

C可

" " 同

有
名
な
る
白
耳
義
人

。
己
診
-mH
な
、
り
、
彼
は
自
然
科
率
的
観
結

よ

h
、
此
範
囲
を
一
系
統
論
に
編
成
せ
る
を
以
て
な
b
、

(
徐
敦
統
計
皐
骨
雑
誌
一
凡
五
三
年
分
司
。
】
'
H
4
H
]
V
m
N
F
H

忙
掲
「

る
、
同
刷
甲
骨
白
目
的
及
匙
世
に
闘
す
る
所
設
中
、
統
計
の
分
掛
を
示
せ
る
も
の
に
よ
る
に
、
「
泣
徳
統
計
」
て
ふ
名
目
岳
〈
な
〈
、
犯
罪
統
計
は
政
措
統

計
と
腕
耕
一
向
に
呼
ば
れ
得
べ
き
も
の
と
共
正
、
保
安
統
計

m
E
E
H
2
0『

poznpoロ
で
ふ
純
一
枇
怠
の
下
に
也
括
き
る
)
詳
言
す
れ
ば
道
徳
統

計
論
が
、
濁
立
の
一
地
伎
を
要
求

L
得
る
に
歪
れ
る
は
、
備
蘭
西
仁
於
て
、
偽
図
刑
事
司
法
行
政
通
報

(
リ
。
ョ
司
有

同小ロ
m
E
F
ι
め
で
包
E
5
5
E
Z
Oロ
号

]ω
〕

E
2
2
2一日一
E
-
m
g
F
E
B
て

ふ

表

題

ω下
、
〆
官
藤
統
計
書
年
々

一
人
二
五
年
来
の
事
買
を
、
侍
ふ
る
に
至
与
し
以
後
の
こ
芭
な

h
、
そ
の
之
ゐ
る
に
至

b
し
は

後
表
せ
ら
れ
、

の戸田

E
q
p
n
E自
宮
E
同
の
功
に
臨
す
ぺ
き
所
な
る
が
、

そ
の
人
ぜ
そ
の
後
間
も
な
く
、
道
徳
統
計
論
の
範
聞
に

於
て
、
議
す
所
あ
り
じ
鮮
護
士
〉
三
忠
一
誌
の
r
o一
の
E
2
q
さ
を
混
同
す
、
へ
き
に
非
令
、
卸
ち
後
者
は
一
入
二
九
年

統
計
に
属
す
る
一
小
論
文
を
草
せ
る
後
、
道
徳
統
計
を
始
め
て
詳
細
に
取
扱
ひ
、
開
E
t
E円
]
釦
拝
見

目。
E-o
仏
内

一
釦
明
日
日
。
.

J
凶
及
印
E
E
V
F
E
2包
内
《
凶
刊
で
〉
ロ
m
-
Z
2日

EE-umw片品。

E
n
n
z
m
z
t比
五
日
目
o
z
r
ι
o
E
司

E
R
O

~ 
# 

や
し
著
は
し
、
犯
3
れ
た
る
犯
罪
及
刑
の
言
渡
し
あ
り
し
、
人
々
に
闘
す
る
備
悶
材
料
を
土
憂
ぜ

L
、
刑
事
統

前

叢
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統
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概
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論

叢

道
徳
統
計
論
概
設

第
十
九
巻

『
第
六
腕

五
八
)

凡
五

O

計
論
を
編
み
、
英
図
計
数
正
の
比
較
を
試
み
た
る
も
、
嘗
時
に
於
け
る
悌
岡
統
計
皐
者
一
般
の
風
に
倣
ひ
、
欣
況

の
絞
設
上
計
数
を
重
ん
中
る
の
趣
旨
に
努
め
た
る
の
み
に
で
、
そ
の
以
上
に
常
例

ω指
摘
解
稗
を
眼
目
E
す
る
こ

E
な
(
、
軍
に
道
徳
統
計
守
以
て
文
明
史
的
常
例
を
、
指
摘
す
る
の
一
補
助
方
便
税
せ
る
の
み
な
hd
し
よ
り
(
拙
著

ウ
ト
レ

1

0

研
究
士
九
瓦
以
下
碁
照
)
永
純
的
勢
力
を
占
む
る
を
得
5
1り
し
が
、

次
い
で
級
世
に
大
勢
力
を
及
ぼ
せ
る
、
統

計
事
者
の
一
人
ご
な
b
L
O忌
E
a
は
、
蛍
時
宵
専
門
天
文
卒
者
な
b
し
も
、
前
記
官
牒
統
計
の
諸
表
よ
h
、叫泡

徳
統
計
論
的
研
究
の
材
料
を
汲
み
、
そ
の
諸
計
数
に
研
究
を
施
し
、
統
計
上
の
常
例
は
人
の
生
死
に
於
け
る

ωみ

な
ら
す
、
そ
の
道
徳
生
活
に
於
て
も
示
き
る
、
こ
ご
を
、
強
き
語
勢
に
よ
り
指
摘
し
た
り
、

毛
は

同
門
戸
】
自
己

E
の

話
に
よ
れ
ば
、
由
学
者
ざ
し
て
そ
の
計
数
に
嘗
然
施
す
べ
き
も
の
な
り
語
、
即
ち

O
z
b
E
止
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
犯

罪
数
自
殺
数
等
多
年
を
過
し
、
略
不
動
を
綴
〈
る
の
事
買
に
基
づ
き
、
人
間
枇
曾
に
あ
り
で
は
自
然
法
的
必
至
に

年
々
強
か

C
め
酪
確
定
せ
る
犯
罪
敷
を
、
生
む
ご
の
立
入
b
た
る
結
論
を
下
L
待
ぺ
し
ご

L
、
而
も
亦
そ

の
主
旨
を
し
て
高
調
子
に
説
か
し
め
し
よ
り
、
間
も
な
く
識
者
間
に

μ響
を
惹
起
し
た
り
、
そ
の
論
旨
に
謝
し
あ

ト
A
O
h
J

、

ら
ゆ
る
論
戦
及
制
限
あ
る
に
拘
は
ら
中
、
そ
の
反
響
柁
る
今
日
術
鳴
h
止
ま
F
る
所
な
り
、
氏
の
著
人
間
論
中
の

有
名
な
る
文
句
ご
し
て
、
普
ね
〈
引
用
せ
ら
る
、
所
に
よ
る
に
、
「
世
人
が
骸
く
べ
き
常
例
に
よ

h
、
支
曲
抑
ふ
べ

き
一
預
算
ゐ
り
、
監
獄
、
鎖
及
断
頭
蚕
の
珠
算
は
之
な
り
」

ご

せ

ち

(
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1
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究
一
五
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同
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及
一
六
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右
の
如
く
法
律
違
犯
を
猿
算
税

出
口
仲
間
川
町
一
凶

ω弓
ロ
ロ
問

す
る
は
、
道
徳
統
計
論
に
於
り
る
最
初
の
貢
献
に
仁
て
、
又

正
蛍
に
一
期
を
劃
し
た
h
ノ
、
暗
唱
。
ロ
骨
内
]
止
に
よ
る
最
初
の
研
究
は
、
特
に
悌
図
司
法
行
政
の
結
果
を
問
ひ
っ
、
、

数
グ
年
間
じ
限
ら
れ
上
刑
事
統
計
を
刺
用
L
、
而
も
亦
そ
の
一
生
涯
を
通
じ
、
大
鵠
じ
右
短
期
間
仁
限
ら
れ
た
る

研
究
の
結
果
に
も
信
頼
す
る
の
事
情
を
縞
け
た
り
、

そ
の
後
に
於
け
る
刑
事
統
計
変
遼
の
結
果
、
岬
阿
国

ω同
一
一
材

料
に
よ
る
も
、
亦
械
然
通
有
現
象
た
り
さ
、
立
設
さ
れ
粂
ぬ
吋
き
議
事
項
に
つ
き
、

。
ロ
恥
門
向
日
耳
が
樟
々
の
常
例
示

き
る
、
が
如
き
面
影
を
後
見
せ
る
は
、
右
の
如
〈
観
察
期
間
短
か
り
し
の
事
情
に
よ
り
、
蒋
明
し
得
べ
語
、
所
な

h

(ケトレ
1
D
研
究
二

O
六
頁
以
下
品

2
8
、
此
方
面
に
つ
き
評
論
を
、

一
府
深
〈
進
む
る
ニ
ご
、
せ
ん
が
、
刑
事
統
計
の
技

術
的
枝
葉
に
立
入
る
べ
き
こ
ご
、
な
る
を
以

τ、
之
を
不
問
に
付
す
る
も
、
別
に
又
刑
事
統
計
の
結
呆
仁
よ
り
、

相
嘗
税
反
の
碍
一
一
性
を
窺
は
し
む
る
も
の
、
砂
か
ら
ざ
る
こ
正
も
否
定
す
る
を
得
宇
吋
兎
に
角
。
尽

EOH
が
接
せ

し
右
り
立
一
一
首
に
よ
り
、
人

ω意
志
自
由
は
否
定
さ
れ
・
砂
く
ご
も
著
し
ぐ
局
限
せ
ら
れ
た

h
、
素
よ
b
氏
自
身
は

一
』
の
結
論
を
明
白
に
下
す
ニ
ご
を
跨
躍
し
、
別
に
人
の
自
由
決
心
に
よ
b
、
炉
、
る
「
犯
罪
へ
の
傾
き
」
仁
著
L
き

改
善
的
影
響
を
・
及
ぼ
し
得
べ
き
こ
ご
を
明
白
に
認
め
た
り
、
ト
相
の
結
論
上
氏
以
上
に
馳
せ
し
は
、
氏
以
後
に
於

り
る
氏
の
組
過
者
に
あ
り
、
特
に
英
の
天
文
皐
者

印
町
司
・
4〈

-
z
m
E
n
z
-
tま

一
八
五

O
年
人
聞
の
自
由
は
、

会
〈
喪
は
れ
た
る
か
己
決
定
的
に
論
断
し
(
此
論
文
を
緒
冒
と
せ
る
ケ
ト
レ
ー
の
枇
脅
物
理
論
碕
詩
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o
g
-
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E
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E
2
〉
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-
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論

第
十
九
容

六
O
)

丹、

五

議

泣
徳
統
計
諭
概
詑

(
第
六
腕

年
に
出
づ
)
叉
英
国
文
明
史
的
，
著
者

Fnrr
t1 

一
八
五
七
年
同
藩
中
人
の
あ
ら
ゆ
る
行
線
に
つ
き
.
自
然
法
的

必
至
は
俄
想
さ
る
、
の
要
ゐ
旬
、

hr
〈
て
自
由
意
志
の
定
品
棋
は
、
全
〈
棄
て
ら
る
、
の
要
ゐ
る
を
明
言
し
、
結
果

に
於
て
宿
命
論
た
る
右
信
念
の
下
、
統
計
を
土
長
記
じ
金
臭
事
を
建
て
得
べ
き
こ
古
を
期
待
せ
り
、
そ
の
意
見
は

次
い
で
者
釦
間
口
2
の
常
理
論

の
2
2
N自
営
民
間
一
日
目
ご
ロ
内
山
内
ロ

ωnE2ロ
E
円
三
=
E
ユR
r
g
E
2
2
c
ロ問
2
・
d
A
中、

同
時
に
擁
護
叉
反
謝
せ
ら
れ
た
り
、
。
兄
庄
内
門
の
立
鐙
材
料
に
よ
ち
、
許
苫
る
、
程
度
以
上
仁
逸
出
し
っ
、
、
臨
融

に
貫
か
れ
た
る
演
絡
吉
、
大
教

ω
取
扱
ひ
振
り
ご
に
於
て
之
が
擁
護
ゐ
h
、
。
尽
庄
内
仲
に
よ
り
明
言
さ
れ
し
各
定

道
論
的
反
封
の
態
度
を
、
詳
し
き
理
由
は
付
せ

5
h
し
に
拘
は
ら
争
、

一
府
明
確
に
採
れ
る
結
に
於
て
反
謝
ゐ

h

主
、
そ
の
他
山
統
計
事
者
特
に
伊
太
利
の
統
計
聞
学
者
は
、

。
z
m
E
Z
の
自
然
法
的
強
制
思
想
に
闘
し
、
群
衆
仁
つ

き
て
は
好
み
て
之
に
聴
従
せ
る
も
、
個
人
に
つ
き
1
は
自
由
を
岡
持
し
た

b
、
記
2ω
め
内
円
高
]
同
旬
、

印門戸』牛廿

ω
ロ}]白唱。，

唱。
-
E
-
g
p
d
m
n
2
E
a
の
伊
太
利
衛
生
論

国

O岳。・

m
Z
E耳
目
印
量
出
日
目
ν司

0
1
~
n。
=v
。。。ロ
O
B
E
唱。口民
n
p
d
m
y

何

冨
CH宮『問
ow
印官民
ω口
E
m
-
o
ω
の町内ロ
N
P
ω
C
O
E
n
-
-
3
(
七
七
年
の
碕
卦
あ
り
)
の
如
き
は
然
h
、
特
仁
冨
。
与
己
向
。
は

徳
吉
背
徳
ど
を
、
伺
人
ご
し
て
自
由
に
遊
び
得
べ
き
も
、
群
衆

伴
す
ぺ
き
法
則
に
劃
し
て
は
無
カ
な
り
、
統
計

が
是
等
法
則
の
認
識
に
よ
り
、
人
聞
の
智
格
M
A
道
徳
力
の
後
展
正
、
倫
理
的
世
界
秩
序

F
忍
慨
貨
に
明
か
に
し
得

ぺ
き
は
、
物
理
が
賓
在
の
機
構
を
明
か
に
す
る
ご
異
色
中
古
の
、
調
和
意
見
を
吐
露
し
た
り
。

こ
の
相
刊
の
言
明
及
こ
の
意
味
に
よ
る
研
究
起
れ
る
よ
り
、
道
総
統
計
論
が
濁
立

科
の
知
識
ご
し
て
、
存
立
し
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得
た
る
検
問
も
な

f
、
会
く
非
凡
な
る
興
味
は
之
が
た
め
に
晩
遇
さ
れ
た
り
、
郎
も
そ
の
統
計
は
枇
曾
の
一
枇
曾
的

良
心
に
謝
す
る
、

一
大
警
告
た
る
の
翻
あ
り
、

ぞ
の
結
果
右
計
数
の
時
間
的
恒
同
は
、
多
数
晶
子
者
に
よ
り
多
年
の

問
、
人
閑
の
意
志
自
由
に
反
劃
す
る
の
、

一
論
旨
仁
供
せ
ら
れ

L
も、

か
、
る
観
念
は
倫
理
事
及
心
理
亭
上
通
用

せ
る
、
基
本
原
理
正
衝
突
す
べ
〈
、
そ
の
観
念
の
至
嘗
な
る
こ
さ
立
詮
さ
れ
得
べ

L
t
せ
ん
が
、
二
撃
は
そ
の
根
本

を
援
へ
古
る
、
の
外
な
か
る
ぺ
し
、

か
〈
て
二
聞
学
の
代
表
者
は
一
般
に
、

か
、
る
主
張
を
斥
ぞ
け
た

h
、
今
倫
理

及
心
理
的
見
地
よ
り
、

か
、
る
道
徳
統
計
観
に
正
面
よ
り
反
訴
せ

L
、
数
著
を
暴
げ
ん
か
。
先
づ

冨

巧
-
U
5
6

• 

r
r
n
y
ロ
目
。
日
。
E
ロ
円
一
耳
目
z
z
a
r
5且

ι
r
g
g
R
r
z
n
F
O
ぎ
=-EF同
町
村
山
『
巳

F
d
H
は
巧
品
ロ
号

を
掠
劾
し

τ、

意
士
山
自
由
を
放
榔

L
.
か
〈
て
道
徳
的
責
任
翻
念
は
、
主
張
き
れ
品
誠
心
る
の
翻
あ
ら
し
む
ご
な
し
、
〉
-
〈

-
P
E口』

U可。
ロ
ヨ

ロ
日
足
。
E
F
Z
Z
ω
E
r
d
D品
色

m
n
F止注目。
Z
印

HHEn-。FHP
〈
ω『
E
n
r
n
E
q
m
O
N
z
r
F停

E
『

E
M
-
-
ω
n
F
2

。EE
F問。・、

g
は
バ
岩
山
四
日
同
を
以
て
宿
命
論
に
陥
ゐ
ら
ざ
る
を
得
た

h
ご
せ
る
も
、
そ
の
演
経
論
を
是
な
り
ご

せ
や
、

か
〈
て
氏
は
一
一
印
自
然
主
義
世
界
観
に
立
脚
せ
る
、
。
口
小
円
。
一
止
の
枇
曾
物
理
に
反
針
し
、
他
面
氏
の
所
設

に
よ
れ
ば
原
子
論
的
唯
心
論
に
立
脚
せ

L
、
普
通
紳
皐
上
行
は
る
、
個
人
倫
理
に
反
射
し
て
、
批
舎
倫
理
の
紳
問
中

的
系
統
論
を
建
設
せ
ん
ご
せ

h
、
而
し
て
そ
の
系
統
論
上
出
費
貼
Z
せ
る
所
は
、
人
に
意
志
の
働
あ
る
を
得
?
t

せ
ば
、
国
家
も
数
曾
も
与
の
害
問
義
及
目
的
を
喪
ム
ペ

3
こ
正
、
人
に
つ
き
そ
の
人
関
共
同
躍
さ
の
あ
ら
ゆ
る
関
係

を
.
全
く
引
離
す
の
望
な
き
こ
ご
、
人
間
共
同
館
は
揮
圃
の
一
鵠
を
な
す
を
以

τ、
個
人
を
し
て
私
慾
の
み
を
以

論

業

道
徳
統
計
論
概
説

第
十
九
巻

(
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六
腕
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} 

F、
五
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叢

λ
豆
田

て
、
ぞ
の
行
動
の
動
機
た
ら
し
む
る
を
許
き
い
る
こ
ご
に
存
し
た
り
、
又

国

2
2
E
Eロ

口
町
内
旬
。

ι
m
g
Eロ
問

>-

且
め
円
印

Z
H
一
切
手
宮
島
o
E
-
M
H
F
d
a
は
、
大
教
に
於
け
る
小
動
揺
の
み
を
、
人
の
意
志
自
由
に
蹄
せ
ん
ご
し
、
大

数
の
法
則
を
以
て
、
無
僚
件
に
強
制
の
品
武
力
あ
ち
芭
す
る
は
、
倫
理
上
金
く
無
償
値
た
る
イ
し
さ
主
張
し
、
素
よ

り
因
果
関
係
一
り
法
則
あ
る
が
た
め
に
、
人
の
行
動
は
相
骨
聞
の
理
由
の
下
に
行
は
る
、
こ
正
、
充
分
に
立
定
せ
ら
る

こ
Z
を
要
求
す
前
へ
き
も
、

ぞ
の
法
則
上
自
由
会
排
除
ィ
る
こ
ご
な
〈
し
て
、
寧
ろ
之
を
包
容
す
、
蓋
し
各
行
震
を

以
て
、
動
機
に
つ
き
秤
量
L
、
強
制
を
件
は
十
し
て
可
不
可
を
決
す
べ
き
、

ψ
や

き
こ
ご
を
、
そ
の
法
則
は
要
求
す
れ
ば
な
り
ご
せ
り
。

一
本
瞳
の
道
理
あ
る
産
物
E
看
る
ぺ

き
れ
ど
道
徳
統
計
論
者
に
よ
b
提
出
さ
れ
た
る
問
題
の
解
決
は
、
統
計
論
ぞ
れ
白
鰻
固
有
の
領
内
に
於
て
、

府
有
数
に
奥
へ
ら
れ
た

h
、
郎
も
者
一
な
る
計
数
系
列
ゐ
る
の
理
由
及
そ
の
統
計
的
必
至
は
、
道
徳
的
自
由
決
心

に
劃
す
る
一
強
制
、
否
一
般
に
意
志
の
自
然
法
的
一
制
限
己
は
、
金
〈
無
関
係
た
る
べ
き
こ
吉
、
立
者
確
信
せ
ら

る
、
に
至
り
、
統
計
常
例
の
解
秤
正
、
哲
皐
上
の
自
由
意
志
問
題
ご
は
、
浅
交
渉
た
り
得
べ
し
と
設
が
る
、
に
至

れ・り、

か
〈

τ仮
令
ば
の
河
口
自
己
=
r
d
r
q
ι
S
F
m岡

山
『
命
日
円

M
g
E
N一色
E
の
E
E
N
o
p
-々
が
、
道
徳
統
計
論
者
に

よ
り
示
き
る
、
計
敷
比
例
を
本
吉
仁
、
国
z
n
r
F
に
よ
り
翻
せ
ら
れ
し
が
如
、
習
意
義

ω、
法
則
規
さ
る
べ
き
強
制
的

必
至
は
、
群
衆
に
ご
り

τも
個
人
じ
Z
り
て
も
、
生
み
出
さ
る
、
ニ
ご
な
習
を
夙
に
論
告
し
ゃ
、
適
切
Z
す
べ
き

も
の
あ
h
J
量
、
氏
が
自
然
に
よ
り
左
右
せ
ら
る
、
こ
古
多
き
、
出
生
死
己
の
常
蓋
然
数
吉
、
人
間
行
匁

ω統
計
常

s. 62， 

ω 

C王 Meitzeu，Op. cit 者



例
Z
の
間
に
、
区
別
を
付
せ
ん
ざ
せ
る
立
言
に
濁
し
て
き
へ
も
、
今
や
統
計
上
評
論
の
徐
地
ゐ
る
に
似
た

b
、
部

も
氏
は
右
の
論
文
中
「
予
が
次
年
内
に

四
九
劃
一
の
蓋
然
性
に
よ
り
死
せ
ん
こ
己
、
統
計
仁
よ
り
設
か
れ
た
b

芭
せ
ん
か
、
予
は
従
順
に
首
を
垂
れ
ん

さ
れ
ど
予
が
四
九
劃
一
の
蓋
然
性
に
よ
ち
、

一
犯
罪
を
犯
さ
ん
こ
ご
を

設
か
ん
ご
仁
た
ら
ば
、
予
は
之
に
反
抗
し
て
叫
ば
ん
、
爆
を
専
門
外
の
こ

Z
に
容
る
べ
か
ら
や
」

t
設
き
た
る

が
、
鋭
敏
な
る
同
皐
者
も
右
主
張
の
前
宇
に
ゐ
h
τ
弘
、
全
然
正
し

Z
す
る
を
得
，
さ
る
か
如
し
、
蓋
し
統
計
ご
し

て
は
右
二
事
例
に
つ
き
、
甲
山
炉
乙
よ
h
勝
れ
h
z
色
、
又
劣
れ

h
t
も
説
〈
を
得

5
れ
ば
な

h
、
即
も
統
計
一
か
五

十
人
に
つ
き
、
従
米
的
経
歴
に
従
へ
ば
、

ぞ
は
一
保
件
の

次
年
内
に
そ
の
一
人
死
せ
ん
E
説
草
花

b
Z
せ
ん
か
、

下
に
之
を
設
(
も
の
な
り
、
詳
言
す
れ
ば
槻
察
の
結
果
五

O
分
の
一
の
、
死
己
款
を
示
せ
る
人
々
の
合
衆
内
に
、

合
ま
れ
[
栂
災
者
非
権
災
者
山
特
殊
混
合
歩
合
が
、
右
五

O
人
の
中
に
も
合
ま
る
ご
の
、
僚
件
下
に
之
を
訪
〈
も

の
な

b
、
さ
れ
ど
健
康
土
死
C
ψ
危
険
な
き
各
人
が
、
彼
に
あ
て
は
め
ら
れ
し
右
の
死
C
蓋
然
数
を
、
賞
然
拒
み

得
べ
き
は
、
道
徳
上
白
か
ら
高
し
ご
戚
じ
た
る

同
州
出
自
己
一
口
が
、
彼
に
ゐ
て
は
め
ら
れ
し
犯
罪
蓋
然
数
を
短
め
る

己
、
恰
も
同
従
な
る
を
得
ぺ

L
b
他
の
一
面
に
於
て
は
叉
所
謂
恋
意
的
行
動
に
つ
き
、
常
例
h
T
知
覚
せ
る
こ
t
e
f

以

τ、
自
由
意
志

ω筈
論
守
に
一
新
論
旨
を
授
け
た
り
ご
す
ぺ
き
に
非
る
・
』
古
も
、
設
か
る
、
の
要
あ
り
、
即
も

意
志
自
由
主
張
者
も
亦
質
際
に
あ
り
て
は
、

一
人
の
性
格
が
し
か
し
か
の
も
の
だ
り
己
せ
ば
、
そ
の
人
の
行
匁
は

自
然
現
象
に
於
り
る
ご
同
様
、
之
を
諌
言
せ

L
む
べ
き
こ
亡
を
、
一
元
来
決
し
て
疑
ふ
こ
正
な

L
W
現
に
同

EH
は

論

叢

八

E
E

誼
徳
統
計
甫
概
詑

λ

第
f

丸

抱

甘

(
第
六
腕

ノ、

) 

Cf. Schnapper-Arndt， op. cit.， S5. 419， 417・ふ客
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自
由
意
志
の
唯
心
論
者
た
り
し
に
拘
は
ら
争
、
乱
札
曾
諸
問
牢
上
常
例
を
究
明
じ
得
べ
き
こ
Z
を
、
充
分
に
認
め
た
り
、

円
四
)

八
五
六

(
第
六
椀

そ
の
一
所
説
に
よ
る
に
、
「
形
而
上
撃
に
於
て
自
由
意
志
の
意
義
、
如
何
に
設
が
れ
た
り
ご
す
る
も
、
人
の
行
活
ご

な
h
t
現
は
る
、
所
に
て
は
、

そ
の
他
諸
現
象
に
於
り
る
が
如
(
、
事
物
自
然
の
普
通
成
行
に
よ
る
、
普
通
常
例

に
よ
り
決
定
せ
ら
る
、
是
等
意
志
表
現
の
詳
伎
に
嘗
る
べ
き
歴
史
は
、

そ
の
表
現
を
生
む
の
諸
図
、
如
何
に
深
玄

の
問
に
潜
め
り
芭
す
る
も
、

一
の
希
望
は
棄
つ
る
こ
さ
な

L
、
詳
言
す
れ
ば
自
由
意
志
の
作
用
を
、
大
仕
掛
に
観

Z
せ
り
。

察
し
っ
、
、

そ
の
問
に
規
則
正
し
き
運
行
を
、
後
見
し
得
べ
し
ご
す
る
は
印
ち
然
h
」

道
徳
統
計
上
の
常
例
解
粋
を
適
切
に
試
み
た
る
諸
研
究
中
特
に

。
印
。

r
E♀
-qw
d
F
2
色。

問
。
ω
Z
F白
内
向

ι内同

出
向

g
F
2
5
m
T
E己
足
。
E
Z
E
Z
ω
E
F

ゴ
及
。

町1

関
口
名
目
y
ロ
日

b
m
z
g
〉

E
R
Z
g
c
r日
冨
。
E
Z
z
t
m
E
F
J
H

は、

一
様
な
る
大
き
の
結
果
が
、
規
則
正
し
〈
繰
返
さ
る
、
は
、
外
面
的
た
る
さ
内
面
的
た
る
芭
は
兎
も
角

Z

し

一
段
に
強
吉
原
因
が
引
綴
き
存
在
す
る
こ
さ
以
外
に
、
何
事
を
も
立
謹
せ
、
ざ
る
こ
吉
、
叉
，
』
の
常
例
は
秦
よ

h
J
最
も
容
易
に
叉
過
急
に
.

一
自
然
法
を
促
定
す
る
こ
芭
に
よ
り
解
科
さ
れ
し
も
、

そ
の
常
例
は
決
し
て
物
理
的

法
則
の
結
果
同
様
に
、
険
重
な
る
ニ
ご
な
き
ゃ
】
、
詳
細
叉
明
快
に
読
破
せ
旬
、
叉

回
日
間
活

.ω

ユ

n
F
H・

は
そ
の
著
論

理
事
中
(
第
二
径
一
八
ヒ
λ

年
杢
天
国
)
更
に
解
稗
を
進
め
た
h
，
、
惟
へ
ら
〈
規
則
正
し
〈
繰
返
さ
晶
、
計
数
は
、
個
々

の
事
例
に
つ
き
現
存
せ
る
諸
原
因
に
よ
り
、
共
同
慢
の
一
部
分
の
上
に
一
市
3
る
ぺ
き
影
響
が
、
時
を
異
に
す
る
も

平
等
仁
分
配
さ
る
、
-
』
己
以
外
に
、
何
事
を
も
表
明
せ
守
、
然
る
に
か
〈
時
を
異
に
す
る
も
斉
一
に
分
配
き
る
、

持 Cf.Kant， ldea of An Universal History， citcd in Gide， Principles of 
Po1itical Economy， tr. by jacobsen. p .13 



の
結
果
は
、
各
別
に
濁
立
叉
可
援
に
し
て
、
叉
各
種
の
法
則
に
従
ひ
影
響
す
べ
き
議
席
因
の
多
数
が
、
そ
の
毅

及
組
合
せ
上
啓
一
を
槙
ぐ
べ
き
¥
多
量
事
物
に
働
き
か
〈
事
へ
き
際
に
、
恰
も
期
待
古
る
べ
き
所
な
h
、
吾
人
を
し

て
か
、
る
潜
一
分
配
を
、
期
待
せ
し
む
る
の
事
由
た
る
も
の
は
、
恰
も
平
の
偶
然
性
に
あ
h
、
か
〈
て
寧
ろ
伺
々

の
一
時
期
に
か
、
る
事
件
の
堆
積
せ
る
も
の
に
つ
き
、

一
特
別
原
因
を
捜
す
の
要
ゐ
り
、
計
数
り
常
例
は
之
を
左

右
す
ぺ
き
諸
事
情
が
、
務
一
を
綴
〈
る
こ
EeMr-
断
悲
し
む
る
に
過
ぎ
宇
、

か
f
て
恰
も
現
象
に
不
規
則
を
示
し
、

特
殊
事
件
著
し
〈
掬
紫
古
な
ち
、
又
は
稀
少
ご
な
れ
る
こ
吉
に
よ
り
・
特
別
原
因
の
存
在
を
指
示
す
ぺ

L
E
せ

義

弘
リ
、

以
下
戸
日
一
切
及
弓
同
時
呂
町
ロ
m
z
c
m
が
前
に
引
用
せ
る
論
文
中
、
設
け
る
所
を
骨
子
ご
し
、
前
記
諸
問
学
者
の
所
説

に
補
設
す
る
一
助
ゐ
ら
ん
か
、
。
c
止
の
]
与
が
犯
罪
の
議
算
Z
呼
ぺ
る
が
如
き
も
の
、
賞
際
に
立
詮
き
れ

F
る
は
前
に

も
設
削
除
滋
如
山
り
守
域
、
ろ
幾
積
か
の
犯
罪
は
そ
の
鮪
繁
程
度
の
永
縞
的
増
加
を
示
す
も
、
普
通
に
は
杢
〈
不
規
則

な
る
期
間
仁
よ
れ
晶
、
大
動
擦
を
後
見
せ
し
め
、
之
に
つ
き
寧
純
な
る
自
然
科
率
的
意
義
に
よ
れ
る
、
所
謂
常
理

は
一
つ
も
後
見
じ
得
ぺ
き
に
非
中
、
そ
の
動
揺
は
寧
ろ
多
〈
は
明
瞭
に
立
詮
き
れ
得
べ
き
、
経
済
上
、
赴
曾
上

叉
は
立
法
上
の
特
殊
製
動
を
、
反
映
せ
る
も
の
に
過
ぎ
争
、

か
〈
甚
だ
不
規
則
な
る
援
動
、
叉
は
認
識
苫
れ
得
ぺ

き
原
因
に
よ

h
、
左
右
せ
ら
毛
、
愛
勤
に
あ
b
て
は
、
人
間
白
由
意
志
の
問
題
は
、
会
く
之
を
不
問
に
付
し
得
イ

し
も
き
れ
Y
二
統
計
系
列
が
尋
常
以
上
の
安
定
を
示
し
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
議
偏
侍
排
列
上
の
援
化
程
度
が
、
数

論

道
徳
統
計
論
概
説

第
十
九
巻

(
第
六
腕

λ
五
七

六
五
)
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Cf.恥feitzen，op. cit.， 55. 63， 64. 
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入
豆
入

理
上

ω分
配
例
仁
比
し
て
砂
き
際
じ
は
、
外
観
上
交
互
濁
立

ω事
件
間
に
、
疑
も
な
〈
何
等
か
の
内
部
関
聯
ゐ
る

こ
子
宮
稜
見
せ
し
め
、
叉
は
強
駆
的
に
そ
の
事
件
を
生
ま
し
む
べ
き
、

一
の
法
律
秩
序
又
は
枇
曾
秩
序
あ
る
ニ
己

を
察
せ
し
む
、
事
質
上
交
互
猫
立
的
佃
別
事
件
た

b
、
か
〈
て
叉
形
式
的
に
規
律
せ
ら
る
正
す
べ
か
ら
F
る
個
別

事
件
に
つ
き
、
観
察
系
列
の
安
定
性
尋
常
に
現
は
る
、
場
合
、
又
は
動
揺
が
時
ざ
し
て
尋
常
以
上
に
出
づ
る
も
、

向
そ

ω金
系
列
の
通
御
上
、
同
一
中
数
値
に
幾
多
偶
然
侃
傍
を
伶
へ
る
、
系
列
視
さ
れ
得
ぺ
き
場
合
に
限
b
、
白

然
法
的
事
経
ご
の
類
似
を
後
見
し
得
べ
し
、
卸
も
一
計
数
比
例
多
年
を
遁
L
、
略
恒
同
を
綴
〈
る
際
に
は
、
そ
は

府
系
に
於

τも
亦
可
愛
た
る
こ
己
な
か
る
べ
く
、

か
〈
て
又
ぞ
り
事
件
を
左
右
せ
る
一
の
カ
ゐ
り
さ
推
測
し
、
積

極
的
に
そ
り
計
数
的
精
例
を
生
み
出
さ
ん
E
す
る
こ

F
V』
、
位
定
す
る
二
正
、
な
h
R却
し
、
郎
も
か
、
る
恒
同
を

以
て
、
交
互
的
関
聯
な
〈
並
存
す
る
、
例
別
事
例
の
結
則
市
に
蹄
せ
守
し
て
、
寧
ろ
夫
等
事
例
を
内
部
よ
り
、
拘
束

す
ぺ
き
共
通
原
因
ご
し
て
、
個
人
の
自
由
意
志
=
は
無
関
係
に
、
そ
の
作
用
を
及
ぼ
す
べ
き
も
の
に
隠
す
る
こ
言

、
な
り
易
し
、

さ
れ
ど
一
統
計
系
列
に
於
け
る
か
、
る
幾
化
性
微
弱
は
、
個
別
的
及
枇
曾
的
議
事
由
よ
h
合
成
主

炉
、
極
め
て
複
雑
な
る
原
因
複
合
に
し
一
1
、
制
察
さ
れ
た
る
現
象
の
基
本
ご
な
れ
る
も
の
、
長
年
月
を
遁
L
停
滞

紋
践
を
繍
〈
る
の
事
援
を
、
計
数
的
に
表
明
せ
る
符
牒
に
外
な
ら
古
る
は
、

か
、
る
一
系
列
上
引
績
き
惹
起
さ

れ
、
何
人
を
も
驚
か
す
こ
ご
な
き
獲
動
が
、
夫
等
原
因
複
合
に
於
り
る
、
引
縞
げ
る
品
製
勤
ド
相
廃
す
る
こ
正
、
異

る
所
な
i
、
且
又
一
道
徳
統
計
h

司
教
が
、

一
時
の
間
可
な
り
恒
岡
を
韻
り
党

b
ご
す
る
も
、

そ
は
時
間
来
も
永
〈
略



同
一
の
大
3
4皆
、
縞
〈
る
な
ら
ん
五
仮
定
す
べ
き
充
分
の
理
由
は
、
賞
際
に
は
1
f一
〈
存
せ
す
、
寧
ろ
問
題
Z
な
れ

る
純
類
の
事
件
に
、
関
係
ゐ
る
諸
扶
態

ω各
獲
動
は
、
邸
時
に
夫
等
の
計
数
に
反
映
せ
ら
る
べ
き
や
、
炉
、
る
計

教
の
上
昇
又
は
下
降
趨
勢
も
亦
か
、
る
接
勤
に
よ
り
、
突
然
一
新
時
換
を
見
る
こ
芭
あ
b
得
吋
き
古
田
明
ら
す
、
特

に
刑
事
統
計
々
一
致
は
、
赴
曾
妖
態
の
善
戚
的
試
金
石
た
る
こ
子

き

一
層
水
き
期
間
に
亘
り
一
層
大
な
る
安
定
性
を
一
不
す
も
、
そ
の
安
定
性
は
倫
依
然
ご
し

τ尋
常
以
下
た
る
ニ

芭
判
然
た
り
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
諸
偏
債
の
援
化
程
度
は
、
数
理
上
の
分
配
例
以
上
に
大
な
b
、
而
し
て
か
、
る

相
調
的
恒
岡
を
最
も
頻
繁
に
後
見
す
る
は
、

二
次
的
蓋
然
比
例
仁
ゐ
h
、
俄
A
T
ば
未
婚
男
E
A
未
婚
女
間
婚
姻
歎

の
、
婚
姻
総
裁
に
劃
す
る
比
例
の
動
揺
は
、
普
通
年
婚
姻
卒
の
動
揺
に
比
し

τ砂
し
、
叉
自
殺
に
つ
き
女
子
の
預

れ
る
割
合
鍵
動
は
、

一
般
自
殺
の
相
劃
的
頻
繁
卒
の
獲
動
よ
り
砂
し
、
特
殊
方
法
に
よ
る
自
殺
選
樫
の
蓋
然
数
に

っ
き

τも
、
亦
同
様
に
謂
ひ
待
ぺ
し
、
さ
れ
ど
統
計
々
一
致
の
か
、
る
相
罰
的
固
定
性
を
、

正
嘗
に
判
断
す
る
た
め

-w
中
la

、

l
t
 そ
の
安
定
の
程
度
が
大
多
数
は
、
内
部
拘
束
な
さ
大
量
現
象
に
あ
h
J
て
も
、
尚
之
あ
る
を
期
し
得
べ
き
最

高
程
度
の
安
・
託
、
換
言
す
れ
ば
適
切
に
仕
組
ま
れ
た
る
議
引
き
の
、
結
果
に
よ
り
示
き
る
ぺ
き
安
定
程
度
に
、
逮

せ
F
る
こ
ご
遠
き
を
常
に
記
憶
す
る
の
要
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
従
来
究
知
さ
れ
た
る
道
徳
統
計
的
比
例
数
中
、
割

合
に
安
定
な
る
も
の
あ
ち
ご
し

τ色、
そ
は
現
象
間
の
自
然
法
的
内
部
関
聯
ご
し

τ、
常
数
を
生
h
u

こ
古
に
預
か

て
力
ゐ
る
も
の
を
、
仮
定
せ
し
む
ム
の
外
な
き
程
度
迄
、
安
定
h
z
得
た
る
も
の
な

L
、
夫
れ
道
徳
統
計
々
款
は
機

論

龍
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概
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O

械
的
に
原
因
づ
け
ら
れ
花
る
、
事
休
に
関
せ
す
し
て
、
個
別
の
勤
機
仁
よ
り
惹
起
き
る
、
、
人
の
行
震
に
闘
す
、

唯
そ
の
動
機
が
外
部
諸
事
情
に
よ
h
、
影
響
古
る
ぺ
き
は
素
よ
り
な
h
、
而
L
て
同
稲
の
動
機
は
絶
え
宇
多
数
人

に
よ
め
起
き
る
、
凡
そ
人
間
交
際
界
に
於
り
る
吾
人
の
行
動
一
切
は
、
特
定
事
情
の
下
他
人
が
・
如
何
に
行
動
す

べ
き
か
の
打
算
を
本
Z
す
、
精
紳
上
道
徳
上
特
殊
の
特
質
を
有
す
る
人
が
、
特
別
の
外
部
事
情
に
屍
L
、
特
殊
の

動
機
に
よ

h
動
か
さ
晶
、
際
、
甲
又
乙
の
犯
罪
、
自
殺
等
を
行
ム
に
至
る
べ
き
こ
Z
は
、
個
人
の
経
験
に
よ
り
て

も
示
き
る
、
所
た
・
り
、
他
人
の
意
志
行
矯
が
之
に
授
け
ら
る
、
諸
動
機
Z
は
、
無
関
係
に
行
は
る
ペ
し
ご
せ
ん

か
、
数
育
も
刑
罰
も
何
等
の
意
義
を
有
せ

F
る
べ
し
、
夫
れ
然
hJ
、
同
一
な
る
意
志
は
会
〈
一
様
な
る
事
情
の

下
、
叉
金
〈
一
様
に
反
臆
す
，
へ
き
こ
子
炉
】
珠
期
L
得
ぺ
し
Z
せ
ん
か
、
之
が
必
至
の
結
論
E
し
て
、
高
人
意
志
の

組
合
せ
上
斉
一
を
績
〈
ぺ
き
人
口
に
あ
り
て
は
、
啓
一
を
績
村
叉
は
輯
濃
化
す
る
-
)
さ
砂
き
諸
誘
引
の
下
、
努
一
な

る
事
件
又
は
僅
か
計
b
相
違
せ
る
事
件
、
起
る
べ
き
こ
ご
を
期

L
得
ぺ

L
、
寅
仁
吾
人
は
謂
ひ
得
べ

L
、

の
所
属
者
中
常
に
特
定
の
割
合
は
、
特
定
の
卒
均
度
合
に
よ
り
、
軽
操
又
は
慨
惰
な
り
、
又
は
逸
薬
を
好
み
、
時
煙

圃
民

忍
又
は
停
猛
な
り
、
そ
の
他
関
々
の
特
質
を
教
へ
得
べ
〈
、
委
員
の
問
に
於
け
る
是
等
性
格
の
特
質
分
配
が
、
好

し
そ
の
全
員
を
組
成
せ
る
個
人
に
愛
遷
め
b
正
て
も
、
急
に
臨
時
動
す
ぺ
し
ど
仮
定
す
べ
き
、
何
等
の
理
由
な
し
・

そ
の
外
疑
も
な
〈
比
較
的
に
永
議
的
な
る
、
確
固
性
を
有
す
ぺ
き
風
俗
、
習
慣
、
共
同
生
活
の
仕
方
の
如
き
、
枇

曾
的
普
通
事
由
あ

b
、
か
〈
て
不
徳
行
鶏
を
促
す
の
直
接
縁
由
は
、
個
別
正
し
で
は
法
外
に
複
雑
化
hJ
得
ぺ
き
に



拘
は
ら
や
、
一
位
舎
生
活
の
会
織
綜
に
あ
h
て
は
、
同
様
な
る
機
曾
、
激
後
及
誘
惑
は
常
に
繰
返
さ
る
、
且
叉
人
口

の
枇
曾
的
及
職
業
的
類
別
並
に
所
得
分
配
は
、
品
製
中
る
も
徐
々
に
の
み
然
h
z
す
べ
き
を
以
て
、

か
、
る
縁
由
の

蓋
然
数
は
特
定
の
群
民
に
つ
き

τは
、
確
か
に
若
干
年
月
を
通
じ
略
恒
同
を
緩
り
得
ぺ
し
、
然
る
に
民
衆
内
に
於

け
る
、
性
格
の
諸
特
質
斉
一
一
分
配
の
仮
定
あ
る
が
た
め
に
、
ぞ
の
誘
惑
に
陥
ゐ

h
・
不
徳
口
叫
潟
を
犯
す
の
動
機
を

起
す
の
轟
然
数
ご
し
て
、
個
人
の
集
閣
に
つ
き
認
む
べ
き
も
の
に
つ
き
て
も
、
亦
同
様
に
謂
ひ
得
べ
き
を
以
て
、

結
合
せ
ら
れ
し
是
等
差
然
数
の
結
果
を
、
表
露
す
べ
き
大
量
観
察
は
、
同
様
に
略
恒
同
な
る
比
例
数
を
生
む
ペ

仁
、
略
言
せ
・
ん
か
現
今
玉
ロ
人
の
知
れ
る
所
に
よ
れ
ば
、
大
多
数
の
道
徳
統
計
現
象
は
恒
岡
た
ら
す
、
恒
同
を
示
せ

り
ご
す
る
も
、
を
は
車
純
に
一
般
道
徳
及
経
済
欺
態
が
、
重
大
の
麓
化
を
生

e
y
る
に
由
来
す
、
郎
、
も
是
の
大
農

化
な
き
紋
態
は
、
略
同
じ
頻
繁
程
度
に
於
て
、
道
徳
統
計
上
意
義
あ
る
個
別
行
鋳
へ
の
動
機
を
愛
せ
し
む
、
而
し

τ人
が
事
賃
上
何
か
の
動
機
に
駆
ら
れ
、
叉
人
の
動
機
の
葬
一
に
よ
h
、
何
か
の
統
計
的
常
例
を
生
む
さ
す
べ
き

に
拘
は
ら
宇
、
而
も
倫
不
徳
行
忽
を
犯
き
宇
己
決
心
す
る
の
、
道
徳
カ
及
能
カ
を
一
切
の
場
合
に
、
事
賃
上
又
は

抽
象
的
に
有
せ

F
る
か
、
換
言
す
れ
ば
一
人
が
か
、
る
動
機
に
駆
ら
る
、
の
外
な
告
や
、
或
は
別
途
に
行
動
す
る

の
自
由
を
有
す
る
や
は
、
形
而
上
率
的
問
題
に

L
て
、
最
早
統
計
事
の
研
究
範
圏
内
に
存
す
ご
す
る
を
得
歩
、
叉

統
計
準
は
之
が
解
決
に
不
趨
任
な
h

吋

吾
人
が
人
間
行
筋
の
常
例
に
接

L
、
常
に
事
新
ら

L
〈
驚
き
、
否
之
に
つ
き
戦
傑
す
る
も
、
そ
は
吾
人
の
世
界

論

叢
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大
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概
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視
を
必
然
援
母
し
む
ぺ
量
、

一
新
事
後
見
3
れ
た
る
こ
古
を
決
し
て
立
詮
せ
す
、
素
よ
h'
吾
人
は
死
己
の
常
例
に

っ
き
て
も
、
議
引
き
の
結
果
に
於
け
る
常
例
に
つ
き
て
も
、
否
一
般
に
所
謂
大
数
の
法
則
に
よ
る
、
支
配
に
つ
き

τも
驚
く
こ
己
あ
る
べ
き
も
、
任
意
行
錯
の
常
例
に
つ
き
で
は
、
是
等
の
諸
例
以
上
に
驚
〈
、
側
々
の
場
合
に
特

定
の
性
格
を
有
す
る
者
、
同
一
一
事
情
の
下
同
一
行
動
の
仕
方
に
出
づ
る
こ
芭
を
、
怪
L
ま
，
さ
る
に
拘
は
ち
ゃ
向
然

-9
、
こ
は
虞
ら
〈
は
他
の
理
由
あ
る
に
あ
ら
す
、
倒
人
の
行
震
に
つ
き
経
験
す
る
ご
き
は
、
屡
々
極
め
て
詳
細
な

る
心
理
的
理
由
を
之
に
伴
ム
も
、
(
戯
曲
及
小
説
を
想
へ
)

統
計
は
個
人
の
群
衆
に
よ
る
行
篤
以
上
に
は
、
個
人
心
理

的
理
由
の
多
数
を
、
示
す
こ
芭
な
き
の
事
賓
の
み
に
よ
る
も
の
た
り
、
而
し

τ耳
目
人
が
こ
の
常
例
に
接
し
て
戟
傑

す
る
は
、
大
部
分
は
一
の
枇
曾
的
責
務
意
識
よ
り
起
る
も
の
な
ら
ん
、
蓋
し
前
に
設
け
る
所
に
よ
句
明
か
な
る
が

如
〈
、
諸
誘
因
に
も
亦
常
例
の
支
配
あ
る
に
非
点
ず
ん
ば
、
右
の
常
例
存
し
得
ぺ
き
に
非
や
ご
、
設
〈
の
要
ゐ
る
を

以

τ、
こ
の
誘
因
に
閲
す
る
程
度
に
於
て
は
、
枇
曾
Z
し
て
も
責
を
分
つ
ぺ
き
義
な
れ
ば
な
h
、
吾
人
は
設
く
の

要
あ
h
、
責
を
H
T
つ
ぺ
し
ご
、
否
虞
ら
く
は
屡
々
主
た
る
責
を
負
ム
ぺ
き
な
h
、
吉
れ
H

と
佐
々
に

L
て
誇
張
的
じ

主
張
せ
ら
る
、
如
〈
、
唯
一
の
責
任
者
た
ら
5
る
は
確
か
な
h
、

一
切
の
責
は
常
に
犯
罪
人
よ
り
、
枇
舎
に
鞘
嫁

す
べ
き
な
り
ご
す
る
の
皐
説
、
詳
言
す
れ
ば
そ
の
犯
人
が
そ
の
境
に
廃
し
て
、
行
動
せ
る
議
事
情
に
よ
り
組
成
せ

ら
る
、
一
肱
曾
に
、
樽
嫁
す
べ
し
ご
す
る
準
設
は
、
自
m
T
b
敗
る
、
蓋
し
然
h
z
せ
ば
一
吐
曾
の
被
告
人
は
、
悉
く
言

は
い
V

そ
の
環
境
の
意
志
な
き
産
物
芭
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
責
を
兎
が
れ
得
吋
り
れ
ば
な
b
M
(
完
)

持 Cf.'5chnapper-Arndt， op. cit.， 55. .{d~. 419 


